
             給 付 奨 学 金 を 希 望 さ れ る 方へ   （別紙 1）  
公益財団法人 日本教育公務員弘済会 山口支部 

令和 7年度 高等学校等給付奨学生 募集 

10万円給付の申請について 
  
 この給付奨学金は県内の高校 3 学年に相当する学年に在籍(令和 7 年度卒業予定者)し、学校長

から推薦された生徒に 10 万円（1 回限り）を給付（返還の必要はございません）するものです。 

給付された奨学金は、在学中の勉学に係る費用や卒業後の進学または就職に係る費用いずれに

使用しても構いません。（令和 7 年 7 月下旬または令和 8 年 1 月中旬に給付予定です） 

なお、当会委嘱の選考委員会により採否の決定をし、学校長を通じて結果を通知します。 

 

 ご 注 意  
 
当支部は、この給付奨学金の申請についてすべて学校を通じて行っています。 
申請を希望される場合は、在籍される学校へ申請方法等をおたずねください。 
申請に必要な提出書類の様式は、学校へのみ配付しています。 
（当支部 HP からの閲覧・印刷はできません） 
また、学校内でのこの奨学金の募集方法や申請締切日は、各学校によって異なります。 

 

募集内容 

(1) 該当学年に在籍し、向学心に富み、学習意欲がありながら家庭の事情等
により学費等の支弁が特に困難である者（下記『申請資格について』を参
照）で、当該学校長の推薦を受けた者。 
なお、各種奨学金、就学奨励費等との重複も可。 
卒業後の予定進路は進学・就職等を問いません。 
 

(2) 分校または分校舎がある学校は、本校とは別にそれぞれ 1名推薦可。 

定時制・通信制の課程については、各課程からも 1 名推薦可。 

★在籍人数（高校 3年）が 200名以上の課程は、推薦可能人数を 2名とします。
(ただし、通信制課程を除く) 

 

◎ 申請資格について 
 

世帯収入が少なく生活が困窮していることにより、学資金の支弁が困難である世帯の方を対

象としています。 
 

所得金額の明確な基準は設けておりませんが、原則『課税標準額』が「0 円：非課税世帯」

もしくはそれに近い世帯を想定しています。 

『課税標準額』は、生活困窮度を客観的に見るための指標として当支部の選考委員会資料

のひとつとしています。 
 

ただし、特別な事情（親権者・保護者の急激な収入減や被災、その他経済的困窮事由があ

る等）がある場合は、これに限りません。 

これらの事情があれば、申請書や推薦書に記載する事ができますので、学校にその旨をご

相談ください。 
 
※ 申請する際の詳細は次ページまたは裏面に記載しています。 

生徒用 

この案内文書
は当支部 HP よ
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